
富山県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画

令和３年３月

本県においては、近年の畜産経営の大規模化や、地域的偏在の進展により、環境と調和し

た環境対策は勿論のこと、生産された堆肥を経営内や地域内でいかに有効に活用し、かつ、

地域に貢献していくかが課題となっています。

このため、畜産農家はもとより、県、市町村、農業関係団体、農業者等の関係者が一体と

なり、家畜排せつ物の利用の促進を図るための取組みを計画的に推進します。

なお、本計画は令和 12 年度を目標年度とします。 

第１ 家畜排せつ物の利用の目標

１ 現状

（１） 適正管理

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成11年法律第112号。

以下「法」という。）に基づく管理基準は、畜産環境保全に関する施策を関係者が一体

となって推進してきた結果、ほぼ全ての適用対象農家において遵守されている状況と

なっています。

一方で、畜産農家が大規模化する中で、行政による環境規制の強化、混住化の進展等

により周辺住民からの苦情が深刻化し、臭気の低減対策や汚水の浄化処理対策の強化

が課題となっており、これらの課題の解決が畜産経営の継続のためにも必要な状況と

なっています。

（２） 利用促進

本県の畜産は、農家戸数の減少傾向が続き、平成 30 年次の飼養頭羽数は、乳用牛

2,020 頭（43 位）、肉用牛 3,420 頭（42 位）、養豚 33,100 頭（35 位）養鶏 1,265 千羽

（42 位）と全国で下位に位置しているが、横ばいで推移し、１戸当たりの経営規模は

大型化しています。

また、平成 30 年次の畜産の粗生産額は 89 億円（各畜種合計）と、本県農業全体の

13.7％を占めており、今後とも、地産地消を推進し、安全で新鮮な農産物を提供する農

業の基幹部門として安定的な発展を図っていく必要があります。

平成 30 年次における年間の家畜排せつ物発生量は、約 164.5 千ｔと推定されていま

す。そのうち堆肥等を利用し農用地還元分は、約 134.9 千ｔ（82.0％）、浄化処理分は

約 29.6 千ｔ（18.0％）であり、適正な利用が行われています。 



家畜排せつ物の堆肥化割合および仕向先分類     （単位：千ｔ、％） 

仕向先 農地還元  エネルギ

ー利用 
浄化処理 その他 合計 

うち 
堆肥化 

平成 30年 
（現状） 

134.9 
(82.0) 

134.6 
(81.8) 

0 
(0.0) 

29.6 
(18.0) 

0 
(0.0) 

164.5 
(100.0) 

令和 12年 
（目標） 

145.6 
(83.2) 

145.6 
(83.2) 

0 
(0.0) 

29.3 
(16.8) 

0 
(0.0) 

174.9 
(100.0) 

 
家畜排せつ物は、肥料三要素、微量要素、有機物等を多く含むことから、そのほと

んどが堆肥として有効に利用されてきたところですが、発生量は地域的に偏在してお

り、また、堆肥の利用を望む農家が多い地域でも、情報不足、コストや労力の問題等に

より十分に利用が進まない場合があります。また、土づくりの推進には、堆肥の適切な

利用が不可欠な中で、堆肥の広域流通の重要性が従前より増しています。 
また、エネルギー利用については、県内では利用がありません。 
 

（３） 新たな課題と動き 
法の本格施行から約 15 年が経過し、当時新設された処理施設の老朽化が顕在化し

ており、家畜排せつ物が適正に処理されなくなる事態が一部発生しています。利益を得

にくい家畜排せつ物処理施設については、修繕や更新のための費用を計画的に経営内

に留保し、適切な再投資を確保していくことが必要です。 
また、畜産クラスター事業で家畜の増頭に取り組むに当たり、併せて増加する家畜

排せつ物について利用促進を図ることが重要です。 
さらに、耕種農家の土づくりを促進するに当たり、堆肥の適切な利用が不可欠な中、

肥料取締法（昭和 25 年法律第 127 号）の改正により堆肥と化学肥料の混合に関する規

制が緩和され、堆肥の高付加価値化や広域流通の余地が拡大しています。 
 

 
２ 基本的な対応方向 
（１） 堆肥の利用拡大 

地力の増進及び資源の循環を図るため、また、耕地における窒素収支等の改善の観

点からも、家畜排せつ物は、可能な限り肥料や土壌改良資材として耕地に還元すること

を推進します。 
また、家畜排せつ物を堆肥化してから耕地に還元することにより、家畜排せつ物を

未処理のまま還元する場合と比べ、水分や悪臭が除去され、取り扱いやすくなることに

加え、十分に発酵熱を上昇させることで雑草の種子、寄生虫、病原体等に対する死滅効



果が期待されます。 
堆肥の利用拡大に当たっては、今般の肥料取締法の改正で堆肥と化学肥料の混合に

関する規制が緩和されたことを踏まえ、必要に応じて肥料メーカーとも連携しつつ、耕

種農家のニーズに合った堆肥の生産を進めることが重要となります。 
このため、家畜排せつ物の堆肥化の推進とともに、利用促進が重要であり、本県で

は、自給飼料生産においては、畜産農家自らの経営内利用を推進するとともに、飼料用

米等の生産拡大を進める中で耕種農家とも連携し地域内での利用を推進します。 
また、堆肥を利用する耕種農家等と堆肥を生産する畜産農家等との間で情報交換を

図り、畜産農家等は、堆肥の利用者のニーズに応えるため、堆肥の成分分析、袋詰め等

により取扱性、運搬のしやすさ等を高めつつ、地域における利用拡大や利用の広域化を

推進します。 
 

（２） 家畜排せつ物のエネルギーとしての利用の推進 
家畜排せつ物が過剰に発生している地域は本県には無いが、地域の情勢の変化のた

め、今後、課題が生ずる地域では、需給の不均衡の改善、売電等による収益の改善、臭

気対策等につなげるとともに、バイオマスの総合的な利活用を促進するためにも、県と

関係機関等で、家畜排せつ物のメタン発酵等によるエネルギー利用について検討しま

す。 
 

（３） 畜産環境問題への対応 
臭気対策及び汚水対策が一層重要になっていることから、家畜排せつ物の堆肥利用

を進める際に、環境部局との連携及び市町村、生産者団体、その他の関係者とともに、

畜産クラスターの仕組みも活用して、適正な家畜の飼養管理や施設管理の徹底、施設の

密閉性や堆肥生産の効率性を高めること等により、畜産環境問題の未然防止と問題解

決に努めます。 
なお、畜産環境問題が深刻化している場合には、新たな脱臭装置等の機械や施設の

整備、有効な処理技術を導入することにより、臭気対策及び汚水対策の強化を図ります。 
 

３ 対応の具体的方策 
（１） 堆肥の利用拡大 

ア 堆肥の地域内での利用促進 
畜産農家は、自給飼料生産に際して、生産した適正な量の堆肥を自らの草地等に施

用します。 
また、飼養規模の拡大により堆肥の生産が増加した場合や、飼料用米等の利用拡大

により地域内での耕種農家との連携が強まった場合には、堆肥の地域内利用での利用

拡大を図ることが求められています。 



なお、地域内での堆肥の有効利用するため、県、市町村、生産者団体その他の関係

者が、畜産クラスターの仕組み等も活用しつつ、主導的な役割を果たす必要がありま

す。 
さらに、畜産農家等の高齢化に伴い、堆肥生産、散布作業等が負担となり、堆肥利

用の促進に支障が生じる可能性があることから、その負荷を軽減するため、地域の堆

肥センター、コントラクター等の外部支援組織の活用を推進します。 
 
 

イ 堆肥の広域的な流通の円滑化 
堆肥の生産量が需要量を超えている地域は、堆肥を必要とする地域に対して堆肥

に関する情報（畜種別の供給可能量、使用した副資材の種類、主要な成分含有量、価

格、運搬・散布方法等）を積極的に提供するほか、堆肥に係る利用者側のニーズにつ

いても情報（価格、品質、必要量、運搬・散布方法等）を的確に把握し、地域を越え

た堆肥の供給を促進することが重要です。 
このためには、より広域の情報について調整し得る県、市町村、生産者団体、堆肥

センター等が収集した情報に基づき、インターネット等も活用しつつ必要な情報を随

時提供することにより、広域流通の円滑化を図ります。 
その際、堆肥の成分分析、広域流通に適したペレット化、袋詰め等の推進や、運搬

に要する経費も考慮した料金設定等を検討します。 
 

（２） 家畜排せつ物のエネルギーとしての利用の推進 
飼養規模の拡大により家畜排せつ物が多量に発生する一方で、堆肥としての利用

が進まない地域等においては、家畜排せつ物を活用した電気、熱等のエネルギー利用

を推進することにより、畜産農家等の光熱費の低減や売電収入の増加による収益の改

善が期待されています。 
また、家畜排せつ物を発酵槽や焼却炉において密閉状態で処理することにより臭

気の低減につながるほか、副産物の消化液や焼却灰は、良質な肥料として耕地等で利

用できます。 
なお、家畜排せつ物のエネルギー利用に当たっては、地域によって、接続地点付近

の電力系統の容量不足等の課題が残るものの、平成 26 年度における固定価格買取制

度の運用の見直しにより、家畜排せつ物を利用する発電設備は、緊急時を除き、原則

として出力制御の対象とせずに、電力系統に接続できることとなりました。このため、

電力系統への接続状況等を見極めた上で、固定価格買取制度等の活用による電気、熱

等のエネルギー利用を検討します。 
さらに、発電等に伴い発生する熱等のエネルギーの有効利用、副産物の肥料として

の活用等については、地域振興にもつながること等から、県、市町村、生産者団体等



で協議します。 
 

（３） 畜産環境問題への対応 
畜産農家は、適正な家畜の飼養管理や施設管理と併せて、畜産環境に係る専門家の

助言を参考にしつつ、施設・機械の整備や有効な処理技術の活用により、臭気対策及

び汚水対策を効果的に進めることが重要となっています。 
また、施設・機械の整備については、国の補助事業や融資制度を効果的に活用する

ほか、県、市町村及び生産者団体の支援も必要となることもあるため、県、市町村及

び生産者団体その他の関係者が、畜産クラスターの仕組み等を積極的に活用しつつ、

地域全体で検討します。 
 
 

第２ 整備を行う処理高度化施設の内容その他の処理高度化施設の整備に関する目標 
１ 目標設定の基本的な考え方 

処理高度化施設（送風装置を備えた堆肥舎その他の家畜排せつ物の処理の高度化を図

るための施設をいう。以下同じ。）を効果的に活用するため、施設の整備に当たっては整

備後の管理も含めた継続的な技術指導等の支援体制も併せて整備することや、地域の実

情に精通した関係者及び関係機関による連携・協力を通じた支援の枠組みを構築してい

きます。 
また、老朽化した家畜排せつ物処理施設の能力低下や悪臭の発生、汚水の漏出等を防

ぐため、計画的な補改修や機能強化を推進していくことが重要です。 
このため、令和 12 年度を目標年度として、地域における必要性や効果を考慮した上で、

優先的に整備すべき最適な処理高度化施設の内容と、県としてその導入をどのように進

めていく考えなのかを明示します。 
 

処理高度化施設の現状（令和 2 年）     （件） 
 堆積型発酵施設 密閉型強制

発酵施設 
脱臭装置 ペ レ タ イ

ザー 
袋 詰 め 装

置  開放型強制

発酵施設 

酪農 ２９ ７ ― ４ ― ― 
肉用牛 １９ ２ ― １ ― １ 
豚 １３ ６ １ ２ ― ― 
採卵鶏 １３ ７ ２ ― ― １ 
共同利用

施設 
３３ ５ ― １ ― ４ 

合計 １０７ ２７ ３ ８ ― ６ 



 
処理高度化施設の目標（令和 12 年）     （件） 
 堆積型発酵施設 密閉型強制

発酵施設 
脱臭装置 ペ レ タ イ

ザー 
袋 詰 め 装

置  開放型強制

発酵施設 

酪農 ２５ ９ ― ３ ― ― 
肉用牛 １８ ５ ― １ ― １ 
豚 １２ ７ １ ２ ― ― 
採卵鶏 １３ ７ ２ ― ― １ 
共同利用

施設 
３３ ５ ― １ ― ５ 

合計 １０１ ３３ ３ ７ ― ７ 
 
（１） 新川地域 

本地域においては、公共育成牧場と地域銘柄豚に取組む養豚地域があり、県内の畜

産振興の拠点となっています。一方、北陸新幹線の新駅の開業により、急速に畜産施

設と住民の混在化が進行したため、地域住民の住環境の保全を図っていくことが重要

となってきています。また、家畜排せつ物処理施設の修繕や更新の計画的な実施が必

要となっています。 
このため、堆肥化施設、貯蔵保管施設及び散布用機械を、既存の施設・機械と整合

性を図るとともに、適切に更新をしながら、整備することが必要と考えられます。 
 

（２） 富山地域 
本地域においては、近年、急速に混在化が進行しており、畜産経営体と住宅団地とが

隣接する事態が生じてきていることから、水質汚濁や悪臭の発生を抑えながら地域住

民の居住環境の保全を図っていくことが、畜産経営における喫緊の課題となっていま

す。 
このため、経営規模に応じ、地域と一体となった堆肥の有効利用を検討し、排水規

制の強化に対応した能力を備えた汚水処理施設、堆肥化施設や畜舎に付設する脱臭装

置等を中心として整備を図るものとします。 
また、整備されていた広域堆肥センターが、施設の老朽化等から地域の畜産農家か

らの受入れを中止したことから、できるだけ同地域内の他の共同利用施設に搬出する

ことも必要と考えられます。 
 

（３） 高岡地域 
本地域は養鶏経営が多く、今後、更なる振興が見込まれています。市街化の進展や住



民の環境問題に対する意識の高まりにより、畜産農家の堆肥舎周辺での悪臭対策が重

要となっています。耕種及び園芸農家は、土づくりや付加価値の高い農産物の生産の

ため、良質な完熟堆肥を求めています。更に、水田への堆肥散布は時期が集中するた

め、散布労力や機械が不足している状況です。 
このため、地域環境の保全に配慮した良質な堆肥を安定的に生産できる堆肥化処理

施設の整備や処理施設の経年劣化の可能性を踏まえて施設の整備を進めるとともに、

地域営農集団が堆肥散布を行なうための施設機械導入及び体制整備の推進等、耕畜連

携による堆肥生産から散布までの一元的な堆肥処理流通体制を構築していく必要があ

ります。 
 

（４） 砺波地域 
本地域においては、酪農及び肉用牛経営を主体とした畜産の振興が見込まれる一方

で、地域内に発生する家畜排せつ物量は十分に還元できる農地面積を確保しています。

今後とも既存の処理高度化施設や畜産農家にある堆肥舎を活用するとともに、各施設

の能力を増強、共同利用施設の堆肥撹拌機の補改修をするなど、良質な堆肥の生産に

努め、耕畜連携を強化し、土づくりのための土地還元を推進します。 
このため、地域住民との調和を推進し、生産された堆肥を有機質肥料として有効に

利用するため、関係者が連携強化し、①苦情の未然防止のための定期的な巡回指導の

実施。②臭気の低減等を考慮した良質な堆肥の指導。③地域内外の需給調整等流通体

制の整備。④耕畜連携の推進等有効な堆肥生産に留意しつつ、その推進を適切に図っ

ていく必要があります。 
 

２ 目標設定に当たり留意すべき事項 
（１） 堆肥の利用拡大 

攪拌・通気装置を備えた堆肥化施設の整備は、堆肥利用の推進及び畜産環境問題の

未然防止及び解決に資します。このような堆肥化施設で生産する堆肥の安定した利用

先を確保するためにも、畜産農家は、自給飼料生産における堆肥の利用拡大に努める

とともに、地域内での耕畜連携の推進及び市町村等の広域流通体制を整備するための

取組に協力することが重要です。 
また、堆肥利用を促進する観点からは、堆肥化施設の整備と併せて、堆肥成分分析

装置、取扱性や流通のしやすさの向上に資するペレタイザー、袋詰め装置、散布作業

の効率化につながるマニュアスプレッダー等の機械の導入を推進します。 
 

（２） 家畜排せつ物のエネルギー利用 
メタン発酵施設、炭化・焼却施設等の整備は、中期的な経営収支や原材料の確保の見

通し、電力系統への接続状況等を考慮して検討します。 



 
（３） 畜産環境対策の推進 

臭気や水質に係る環境規制の強化、混住化の進展等による周辺住民の苦情の深刻化

に対応するため、処理高度化施設を専門家の助言を参考にしつつ整備することが重要

です。 
この場合、周辺住民との関係においては、処理施設の整備状況、整備に係る負担、

臭気や排水に対する硝酸性窒素等の低減効果に加えて、畜産業の意義等を理解しても

らうことが重要です。そのために、県、市町村等の第三者が参加する形で周辺住民と

話し合うなど、良好なコミュニケーションを図ります。 
施設整備に当たって、臭気対策としては、臭気が発生する堆肥舎、畜舎等の場所ご

とに、効果的な臭気の低減対策や脱臭装置（密閉型畜舎であればバイオフィルター、

光触媒脱臭装置等）の整備を検討します。その際には、物質濃度規制に替えて、複合

臭等に対応が可能な官能検査による臭気指数規制を導入する市町村が増加しているこ

とから、この動きも念頭において対応します。 
また、汚水対策としては、活性汚泥浄化処理、膜処理等を行う汚水処理施設の整備

及びその適切な管理を検討します。現在、畜産業から発生する汚水には硝酸性窒素等

に係る暫定排水基準（500mg／Ｌ）が適用されているものの、将来的には一般排水基

準（100mg／Ｌ）が適用される可能性や処理施設の経年劣化の可能性も念頭に置いて

対応します。 
なお、特に市町村の判断により基準が設定される臭気規制をはじめとして、強化さ

れる環境規制について県農林水産部は、環境部局と連携し、適正な家畜の飼養管理や

施設管理が図られるよう指導等を行うことが重要です。 
 
 

第３ 家畜排せつ物の利用の促進に関する技術の研修の実施その他の技術の向上に関する

事項 
１ 技術開発の促進 

家畜排せつ物の利用に関するニーズの多様化に適切に対応していくためには、低コス

トで実用的な技術の開発を促進することが引き続き重要です。このため、県農林水産総

合技術センターは、国、独立行政法人、大学、民間企業等との連携を図りつつ、これま

での研究成果も踏まえ、以下の課題について、低コストで実用的かつ効果的な技術の開

発を推進します。 
 

（１） 堆肥の利用拡大 
肥料取締法の改正を踏まえた新たな肥料や施用方法の開発等 
 



（２） 家畜排せつ物のエネルギーとしての利用の促進に関する技術 
メタン発酵等によるエネルギー利用が進む中で、エネルギー転換の効率を上げるた

めの発酵技術、発電機等の開発、消化液の水田等での利用促進に向けた運搬技術や適

正な散布方法の開発等 
 

（３） 臭気低減技術 
臭気の発生源（畜舎内、畜舎周辺、堆肥舎、排気口等）ごとに、光触媒、軽石・土壌

等を用いた脱臭装置、ミスト噴霧等によるダストの拡散防止法、臭気低減微生物の活

用法等各手法を選択し、組み合わせる最適管理手法（Best Management Practices：
BMP）の開発等 

 
（４） 汚水処理技術 

汚水処理施設の管理をより容易にする技術の開発、汚水処理施設の硝酸性窒素等の

除去能力を高める技術の開発等 
 

２ 情報提供及び指導に係る体制の整備 
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図るためには、行政機関、生産者団体

及び地域内の畜産農家等が適切な堆肥化技術や畜産環境対策に関する新たな技術に接し、

適切な指導等が行われるよう、畜産クラスターの仕組みも活用してその体制整備を図り

ます。 
このため、県や生産者団体は、技術等に関する情報の提供、技術研修会やシンポジウ

ムの開催等に努め、専門家の積極的な活用を図りつつ、家畜排せつ物の利用の促進に関

する技術を畜産農家等が容易に習得できるよう努めます。 
さらに、関係者連携の下、定期的な巡回を強化し、畜産環境に関する苦情の未然防止

や良質堆肥の生産技術、需給調整等を徹底する必要があります。 
 
 
第４ その他家畜排せつ物の利用の促進に関し必要な事項 
１ 消費者や地域住民等の理解の醸成 

本県畜産業の健全な発展を図るためには、家畜排せつ物が発生する家畜の飼養現場に

ついて、また、臭気等に係る畜産環境対策に対する畜産農家の取組や努力についても、消

費者や地域住民の理解を深めることが重要です。 
このため、県及び市町村は、 
① 関係者が一体となって畜産環境対策に取り組んでいること 
② 家畜排せつ物の利用促進が資源循環型社会の構築に重要な役割を果たしているこ

と 



等について、消費者や地域住民に対する普及・啓発に努めるものとします。 
また、関係者は、食育の取組みの一環として、 
① 堆肥を使った地場農産物の学校給食への提供 
② 地域で生産された堆肥を施用した農産物のブランド化 
③ ふれあい牧場等で実施する「食と命のつながり」をテーマとした畜産体験学習 
④ 安全で安心な県産畜産物の提供 
等を積極的に推進し、堆肥等の利用を含む資源循環を基本とした畜産業の社会的意義

について理解の醸成に努めます。 
 

２ 家畜防疫の観点からの適切な堆肥化の徹底等による防疫対策の強化 
家畜防疫の観点からも、堆肥化を適切に行うための対策を講じることが重要です。 
このため、野生動物等が家畜排せつ物に接触して病原体が拡散する可能性や、堆肥が

野生動物等により汚染される可能性について、家畜保健衛生所による巡回指導等を活用

して、注意喚起を図ります。また、家畜排せつ物及び堆肥の運搬に当たっては、運搬車

両を通じて家畜疾病の病原体が伝播する可能性があることも考慮し、堆肥舎への野生動

物の侵入対策、堆肥等の散逸防止、車両の消毒、運搬ルートの検討等に努めます。 


